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楢葉町住宅用新エネルギーシステム設置費補助金交付要綱

（趣旨）

第１条　この告示は、町が目指す環境負荷の少ない循環型社会の実現及び災害に強いまち

づくりに向けて、新エネルギーを利用したシステム（以下「システム」という。）の普

及促進に鑑み、システムを設置する者（以下「補助対象者」という。）に対して行う補

助金の交付に関し、楢葉町補助金等の交付等に関する規則（昭和６３年楢葉町規則第４

号。以下「規則」という。）の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条　この告示において「システム」とは、別表１に定めるもので、未使用のものをい

う。

（補助金の交付等及び対象除外）

第３条　補助金の交付等については、この告示及び規則の定めるところによることとし、

町長が予算の範囲内において、補助対象者一人につき第４条に規定する額を補助するも

のとする。

２　補助対象者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1)　自ら居住する又は居住しようとする町内の住宅にシステムを設置する者

(2)　町税を完納している者

(3)　申請年度又は前年度にシステムを設置した者。ただし、別表に定めるシステムに

限る。

(4)　楢葉町暴力団排除条例（平成２６年楢葉町条例第９号）第２条第１号に規定する



暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団員等でない

者

３　補助対象者について、以前に同一の種類のシステムに対する町の補助金、交付金その

他これに類するものの交付を受けた者は、補助対象者から除外する。

（補助金の額）

第４条　補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

（補助金の交付申請手続）

第５条　規則第４条の規定に基づき、補助金の交付を申請をしようとする者（以下「補助

金申請者」という。）は、楢葉町住宅用新エネルギーシステム設置費補助金交付申請書

（様式第１号）に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、提出期限

は、申請年度の１２月３１日とする。

(1)　楢葉町住宅用新エネルギーシステム設置報告書（様式第２号）

(2)　システムの設置状況を確認できる写真

(3)　システムの設置に係る領収書の写し

(4)　システムの形状、規格、構造等が分かるパンフレット等

(5)　システムを設置する住宅の位置図

(6)　住民票の写し（システムが設置された住宅への居住が確認できるものに限る。）

(7)　建物所有者のシステム設置に係る承諾書（当該建物の所有権を有しない占有者が

補助申請をする場合に限る。）

(8)　電力事業者との電力受給契約確認書の写し又は余剰売電を行っていいないことの

申立書（太陽光発電システムを設置した場合に限る。）

(9)　町税を滞納していないことを証した納税証明書

(10)　確約書（申請者の住所が楢葉町以外の場合に限る。）

(11)　前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

（補助金交付の決定）

第６条　規則第５条の規定により通知する場合は、楢葉町住宅用新エネルギーシステム設

置費補助金交付決定通知書（様式第３号）により行うものとする。

（実績報告等の併合）

第７条　第５条の交付申請は、規則第１３条第１項に規定する実績報告と併合するものと

する。



（補助金交付の請求）

第８条　補助金交付の決定の通知を受けた補助金申請者は、楢葉町住宅用新エネルギーシ

ステム設置費補助金交付請求書（様式第４号）を町長に提出しなければならない。

（処分の制限）

第９条　補助金申請者は、システムの法定耐用年数の期間内において、当該システムを処

分しようとするときは、あらかじめ処分承認申請書（様式第５号）を町長に提出し、承

認を受けなければならない。

（情報の提供等）

第１０条　町長は、補助を受けた者に対し、必要に応じ使用状況その他の情報の提供につ

いて協力を求めることができる。

（補則）

第１１条　この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附　則

１　この告示は、平成２０年４月１日から施行し、平成２０年分の補助金から適用する。

２　楢葉町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱（平成１６年３月１日告示第

８号）は、廃止する。

３　この告示の施行の日前に前項の規定による廃止前の楢葉町住宅用太陽光発電システム

設置費補助金交付要綱の規定による補助金の交付を受けた者にかかる同要綱第１３条及

び第１４条の規定の適用については、なお従前の例による。

別表１（第２条関係）

システム 内容 補助金の額

　次に掲げる金額にシス

テムの最大出力を乗じて

得た額とする。ただし、

その額に１，０００円未
　住宅の屋根等に設置した太陽電池

満の端数が生じたとき
による発電設備であって、低圧配電

は、これを切捨てるもの
線又は高圧配電線で連携し、太陽電

とする。
池モジュール、架台、接続箱、直流

（１）町内で製造、又は
側開閉器、インバータ（パワーコン

加工（検査・品質保証を



ディショナを含む。）及び保護装置
含む。）されたシステム

等で構成されたものをいい、次の要
の場合　　１００，００

件を満たすものであることとする。
０円

（１）太陽光電気モジュールの公称
太陽光発電システム （２）前号以外のシステ

最大出力又はインバータ（パワーコ
ムの場合　　６０，００

ンディショナを含む。）の定格出力
０円

のいずれかが１０キロワット未満の
２　前項におけるシステ

太陽光発電システムであること。た
ムの最大出力は、単位を

だし、出力の値は小数点以下３桁以
キロワットで表示し、小

下は四捨五入とする。
数点以下３桁以下の値が

（２）太陽光発電システムにより発
あるときは、３桁以下を

電した電気が住宅において消費され
四捨五入して得た額で

ること。
あって、出力が４キロ

ワットを超えるものにつ

いては、４キロワットと

する。

　４０，０００円にシス

テムの最大出力を乗じて

得た額とする。ただし、

その額に１，０００円未

満の端数が生じたとき
　リチウムイオン電池（リチウム酸

は、これを切捨てるもの
化及び還元の作用により電気を供給

とする。
する蓄電池をいう。）に加え、イン

２　前項におけるシステ
バータ等の電力変換装置を備えたシ

ムの最大出力は、単位を蓄電池
ステムであり、次の要件を満たすも

キロワットアワーで表示
のであることとする。

し、小数点以下３桁以下
（１）蓄電容量が１キロワットア

の値があるときは、３桁
ワー以上であること。

以下を四捨五入して得た

額であって、出力が５キ



ロワットアワーを超える

ものについては、５キロ

ワットアワーとする。

　燃料電池ユニット、貯湯ユニット
家庭用燃料電池シス

等から構成される、電気及び熱を住
テム（エネファー １００，０００円

宅に供給することを目的としたシス
ム）

テム

電気自動車又はプラグインハイブ

リット自動車等の蓄電池から電力を

取り出し、分電盤を通じて住宅の電

力として使用でき、自動車と住宅と

で電力を相互に供給するシステムで

あり、次の要件を満たすものである

こととする。電気自動車充給電設

（１）一般社団法人次世代自動車振 １００，０００円備（Ｖ２Ｈシステ

興センターにより登録をされているム）

国庫補助事業の補助対象設備である

こと。

（２）Ｖ２Ｈシステムを介して電気

自動車等から供給される電力が住宅

で消費されていること。



様式第１号（第５条関係）



様式第２号（第５条関係）



様式第３号（第６条関係）

様式第４号（第８条関係）



様式第５号（第９条関係）
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